
行政文書をより体系的・効率的に管理するための電子的な管理の充実

１．公文書管理をめぐるこれまでの経緯 資料２－３

政府全体の
動き

これまでの
公文書の管理に
関する動き

○効率的・確実な文書管理の
確立に向けて、今後作成する
行政文書は電子的に管理する
ことを基本とする。

平成28年3月23日公文書管理委員会報告
（電子公文書 抜粋）
電子的に作成した文書は、電子媒体で保存・移管される
ことが効率的と考えられる。電子中間書庫の検討や、電
子文書の文書管理システムを改善していくことを検討す
べき。

○公文書管理法施行５年後見直しに関する検討

○行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議

○デジタルガバメントの推進

○電子決裁移行加速化方針

デジタル・ガバメント推進方針（平成29年）、同実行
計画（平成30年）に基づき、行政の在り方をデジタル
前提で見直すことにより、国民利便性の向上及び行政
運営の効率化を図る。

業務プロセス見直しの中で電子決裁への移行を加速す
るための方針、総務省が各府省に提供している文書管
理システム（電子決裁システム）の改修方針等を定め
る。
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行政文書をより体系的・
効率的に管理するための
電子的な管理の充実

平成30年7月20日閣僚会議
（取組の方向性 抜粋）

政府全体で共通・一貫した管理へと考え方の転換を図
る。電子的な行政文書管理の分野等において積極的に各
府省統一のルール策定を進める。

○行政文書の作成から保存、
廃棄・国立公文書館等への移
管までを一貫して電子的に行
うための仕組みの確立が必要
である。

平成30年7月20日閣僚会議（概要 抜粋）

・内閣府が主導して、文書管理者が一元的に文書
管理できるよう、文書の所在情報を的確に把握し
うる電子的な行政文書管理の仕組みを構築

(ⅰ) 共有フォルダ内の体系的保存の標準例・
共通マニュアル

(ⅱ) 文書ファイルの名称等の付与方法の標準化
(ⅲ) 閲覧制限等、文書の複製や共有手順の共通

ルール作成
(ⅳ) 電子メールの選別・保存を支援する仕組み

・作成･保存･廃棄／移管を一貫して電子的に行う
仕組みの構築について、内閣府が基本的な方針を
策定

平 成 3 0 年 9 月 2 8 日 （ 金 ）
第68回公文書管理委員会資料
内閣府大臣官房公文書管理課



＜参考＞
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○所掌内容

：公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進。内閣府大臣官房公文書管理課

：高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画を作成し、取組を
推進。行政分野については、デジタル・ガバメント推進方針、実行計画等。

内閣官房IT総合戦略室

：行政機関が共用する情報システムの整備及び管理（※）。文書管理システム
（電子決裁システム）の開発・運用を実施。また、情報公開制度を所掌。

総務省行政管理局

○担当領域イメージ（デジタル関連）

戦略、方針の策定

方針の実現・実施主体
（システム構築等を含む）

行政文書管理のデジタル活用

行政機関におけるデジタル活用

官・民におけるデジタル活用

＜範囲＞

＜内容＞

総務省
行政管理局

IT総合戦略室公文書
管理課

※ 制度官庁が整備・管理するシステムも存在（例：人事・給与、会計システム）



２．日本における行政文書の管理の状況
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２．１ 行政文書のライフサイクル（作成から廃棄／移管）

日本における行政文書のライフサイクルと、管理の主な状況は下記のとおり。

移管
廃棄

整理、保存、

• 「作成」は、ほぼ電子。
• 「取得」は、一部紙。

• 作成した電子を紙にコピー
して使用することが多い。
（会議、打合せ、説明等）

• 原本は、この時点では共有
フォルダの電子が多い。

• 決裁文書は文書管理システ
ム（電子決裁システム）に
て管理。

• 行政文書ファイルとし
て整理･保存するタイ
ミングで紙に印刷し、
原本として保存するこ
とが多い。

• 紙文書の集中管理は限
定的。

• 担当課にて廃棄･移管
のための手続き、作
業等を行う。

• 移管される文書はほ
とんどが紙媒体。

• 国立公文書館
等にて管理。

保存
利用

文書の作成
取得

利用 （集中管理）

ラ
イ
フ

管
理
の
主
な
状
況

サ
イ
ク
ル

起案文書、取得文書等 行政文書ファイルに
まとめる

行政文書ファイル管理簿に
記載

廃棄

移管



２．日本における行政文書の管理の状況
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国
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ス
テ
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ス
テ
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テ
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例
）
・
決
裁
文
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文
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フ
ァ
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ル
管
理
簿

A

届
出
・
申
請
等

廃
棄

移
管

保存
利用

・各府省内で保存されている媒体や様式は、多岐にわたる。
・行政文書は、慣行として紙で保存されていることが多い。
・共有フォルダでの保存は、フォルダ作成等において個人の自由度が高い。
・移管に関して、紙媒体は国立公文書館等へ移送する作業がある。

※電子媒体(共有フォルダ、各府省固有の業務システム等)の場合も国立公文書館等へ移管するためのメタデータ付与等の作業が発生する。

他府省

他府省

２．２ 各府省で行われている保存・管理の状況

文書の作成、
取得 整理、保存、（集中管理）利用

各
府
省
で
作
成

各
府
省
個
別
の
業
務
シ
ス
テ
ム

DVD･CD等

可搬媒体

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ

写真・フィルム

ビデオテープ

WEBｻｲﾄ等
その他

（例）
・Word、Excel等

で作成された文書
・画像ファイル等

（例）
・ファイルに綴じて

まとめる
・大型資料等
・古い冊子等

紙での保存

※一部 中間書庫にて保存

平成28年度末 中間書庫受託
文書は8府省約9,700ファイ
ル （平成28年度末の行政文
書ファイル等の保有数は約
1,800万ファイル）



各行政機関にて管理 国立公文書館等にて管理

メタデータを手動で付
与し、CD-ROM等で

館へ移管

CD-ROM等の内容を、
館のシステムに保存

移管

廃棄

各行政機関にて管理 国立公文書館等にて管理

移管

廃棄 利用のため、
館にて
紙から

電子へ変換

紙に印刷して
保存

利用へ

保存期間満了日
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２．日本における行政文書の管理の状況

２．３ 紙での保存・共有フォルダでの保存における、作成から廃棄／移管までの現状（イメージ）

・移管された紙文書は、利用のため改めて国立公文
書館にて電子化する手間が発生。

効率的な管理においては紙保存から電子保存へ
の移行が望ましい（フォルダ内文書の原本化）。

・各職員が自由に共有フォルダを作成できるため、
→体系的な管理がしにくい。各行政文書の所在

情報管理の仕組みが必要。
→共有フォルダの管理のための名称等、標準例、

共通マニュアルが必要。

・移管時は、各行政機関にて移管のための作業が発生
(メタデータの付与等)。

▼
起算日
▼

作成日
▼

整理
保存
(利用)

・概ねの文書について、共用フォルダ等に置かれた
電子文書は紙に印刷してﾌｧｲﾘﾝｸﾞし保存されるが、
電子文書も削除されずそのまま置かれる場合が多い。

・所在管理は、行政文書ファイル管理簿の保存場所
と実物を突き合わせて実施するため非効率。

・書庫など、物理的な保存場所の確保が必要。

受入後

・廃棄対象の文書は、焼却・溶解等の作業が必要。
移管対象の文書は、実物を国立公文書館へ運搬
する必要がある。

移管
廃棄

保存期間満了日
▼

起算日
▼

主に電子媒体
紙媒体（93.6%※）

ただし、印刷元のファイルである
電子媒体が存在

電子媒体(共有フォルダ等)（6.1％※）

作成 整理･保存
(利用)

利用 廃棄
移管

受入
利用のための電子化

・長期保存が必要な文書について、散逸防止･見読性
の確保等について検討が必要。

※行政機関が現用として保持している行政文書ファイル等の媒体種別の割合。
「平成28年度における公文書等の管理等の状況について」より抜粋

共有フォル
ダで修正･

更新等

電子媒体
で作成

印刷元の電子媒体
は、共有フォルダ
に置かれたまま削
除されない場合が
多い

紙で受け入れた
文書を利用のため
電子へ変換

整理･保存
(利用)

廃棄
移管

受入

＜課題＞＜現状＞

利用へ 【電子媒体（共有フォルダ等）での管理の課題】

【紙媒体での管理の課題】

【作成・利用時の共有フォルダでの管理の課題】

焼却・
溶解等

① ②

③

③

②

①

・電子文書の管理において作成から移管までを効率的
かつ確実に行える仕組みについて検討する。
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３．今後検討すべき論点

２．今後作成する行政文書は原本を電子的に保存・保有することを基本とし、作成・保存・廃棄/
移管を一貫して電子的に行う仕組みの構築について基本的な方針を検討する。

行政文書の原本として電子媒体への移行を段階的に進める。そのために必要な指
針や具体的な手順について検討する。

(B1) 紙保存から電子
保存への移行

(B2)行政文書の所在情
報管理の仕組み

行政文書ファイル管理簿は文書管理システム等にて管理し、行政文書ファイル管
理簿から各行政文書の実体の所在が的確に把握できるための仕組みを検討する。

(B4)メタデータの検討
電子文書の長期保存に有効なメタデータを検討し、効率的なメタデータの付与の
方法について検討する。

(B5)長期保存への対応
保存期間が長期にわたる電子文書にあっても適切な保存・移管が可能となるよう、
電子中間書庫の検討を含め、基本方針を策定する。

(B3)作成から移管まで
を効率的かつ確実
に行える仕組み

電子文書のスムーズな移管の実現と、移管までを見据えた作成・整理・保存を効
率的かつ確実に行える仕組みを検討する。

※電子文書の管理にあたっては、機密の確保・改ざん防止等に十分な配慮が必要であり、上記検討に
あたってはこれらについても考慮する。

１．共有フォルダでの体系的・効率的な管理を実現するため、標準例、共通マニュアルを作成する。

（Ａ）標準例、
共通マニュアル

下記のポイントを踏まえた標準例、共通マニュアルを作成する。
(ⅰ) 共有フォルダ内の体系的保存の標準化
(ⅱ) 文書ファイルの名称等の付与方法の標準化
(ⅲ) 閲覧制限等、文書の複製や共有手順の共通ルール作成
(ⅳ) 電子メールの選別・保存を支援する仕組み
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４．電子化された文書管理の典型的イメージ

○電子化された文書管理の流れについて、各府省で広く使われている共有フォルダでの流れを主体に整理する。

①保存期間表の更新
4月

②共有ﾌｫﾙﾀﾞ体系
(大～小分類)の作成

②共有ﾌｫﾙﾀﾞ体系
(大～小分類)の作成

⑤共有ﾌｫﾙﾀﾞ体系に
沿って管理簿に登録

⑤共有ﾌｫﾙﾀﾞ体系に
沿って管理簿に登録

③行政文書を
随時格納

④行政文書の整理

（RS付与・報告） （RS付与・報告）

⑥（必要に応じて）
集中管理

⑦移管・廃棄

4月以降

年度末

保存期間表には、大･中･小分類を定義して
おくことが望ましい

翌年度以降

保存期間満了

・保存期間表に定義した分類に沿って
フォルダを年度毎に作成

・効率的なフォルダの作成のため、定型的
な方法を検討

・行政文書ファイルでの保存対象となる
行政文書を格納

・原本は、紙ではなく電子として管理･保存
・ファイルの複製はできるだけ行わず原本

を明確にする

・必要に応じて長期保存用のフォーマット
へ変換

・行政文書ファイルとして必要な文書が
正しく入っているかを最終確認

文書管理システム等へ行政文書ファイルを
登録し、管理簿として管理

集中管理を行う場合は、置き場所・時期等
を検討

国立公文書館等への移管方法について整理⑦

⑥

⑤

④

③

②

①
A(ⅰ)

＜方針＞

A
(ⅰ)(ⅱ)

A
(ⅲ)(ⅳ)

B(2)

B
(1)～(4)

B(5)

B(3)

B(5)

B(3)(4)

=

=

=

職員文書管理者
＜前ページ論点

との対応＞(例)


